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１ 評価の対象とした政策

平成１６年度に新規地区採択を要求している次の事業地区を対象として実施した。

区 分 事 業 名 評 価 実
施箇所数

直轄事業 民有林直轄治山事業 １

計 １

２ 評価を担当した部局及びこれを実施した期間

本評価は、中部森林管理局（名古屋分局）において、平成１５年４月から８月にかけて実施

した。
評価担当部局は、一覧表（ ）に示すとおりである。別添１

３ 評価の観点

本評価においては、必要性、効率性、有効性の観点等から総合的に評価を行った。

各事業地区毎の評価の観点は、チェックリスト及び判定基準表（ ）に示すとおりであ別添３

る。

４ 政策効果の把握の手法及びその結果

政策効果については、事業採択の適正な実施に資する観点から、事業採択前の段階において

費用対効果分析その他の手法により定量的に測定・把握した。

結果については、地区別評価結果（ ）に示すとおりである。別添２

５ 学識経験を有する者の意見の活用に関する事項

平成１５年３月に農林水産省政策評価会林野庁専門部会において、評価の手法について専門

的見地からの意見を聴取した。

同委員会にて、聴取した意見の概要は以下のとおりである。

・ 事前評価の新規採択に当たっては、下記の基準に照らしつつ総合的な評価を実施するこ

と。

① 別途定める事業実施要領等の採択要件を満たすこと。

② 総費用に対する総便益の比が１．０以上であること。

③ 重点的投資、効果の早期発現のため、限度工期の基準を満たすこと。

④ 必要性、効率性、有効性の観点から妥当であること。

また、委員構成は、 のとおりである。別添４



６ 評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項

チェックリストを作成し、インターネット等で公表することとしている。

評価に用いたデータ等については、中部森林管理局（名古屋分局 （ ）において閲覧に） 別添１

より公表することとしている。

７ 評価の結果

評価の対象とした事業地区において、事業の必要性、効率性、有効性等が認められた。

評価結果は地区別評価結果（ ）に示すとおりである。別添２


